
【件名】 

 エチオピア入国制限措置（新型コロナウイルス関連等）の解除 

 

【ポイント】 

・エチオピア保健省は「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則」の改訂を発表。 

・エチオピア入国にあたり、新型コロナ関連の証明書類の提示は不要。 

・サル痘のオンライン事前申告制度は廃止。 

・引き続き、感染防止に努めてください。 

 

【本文】 

１．新型コロナウイルス関連 

 エチオピア保健省は、「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則」の改訂を発表しました。

当館からエチオピア公衆衛生研究所（EPHI）に確認したところ、１０月２８日から、エチオ

ピア入国時の防疫措置が変更されています。これまでエチオピア入国時に提示が求められ

ていた新型コロナウイルス関連の書類（PCR 検査陰性証明書、抗原検査陰性証明書、治癒証

明書、ワクチン接種証明書）が不要となります。 

●エチオピア保健省 HP「新型コロナウイルス感染・蔓延防止規則（Directive No 933/2022）」 

https://e-library.moh.gov.et/library/wp-content/uploads/2022/10/933-AMENDMENT-

DIRECTIVE-TO-CONTROL-COVID-19-PANDEMIC.pdf 

 

２．サル痘関連 

 本年７月１日付け、当館からの領事メールでご案内したとおり、本年６月３０日から、エ

チオピア入国者に対してサル痘に関するオンライン事前申告が義務化されていましたが、

当館から EPHI 及びエチオピア航空に確認したところ、１１月１日現在、本制度は廃止され

ていることが判明し、今後、サル痘に関するオンライン事前申告は不要となりました。 

 

３．新型コロナウイルスに関して、入国時の規制は解除されましたが、引き続き感染防止に

努めてください。 

 

以上 

 

                           

【在エチオピア日本国大使館】 

代表電話：011-667-1166 

《緊急連絡先》 

警備領事班 



0911-200-721（高橋）eiji.takahashi@mofa.go.jp 

0911-216-773（吉田）shoichi.yoshida-2@mofa.go.jp 

※このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメー

ルアドレスに自動的に配信されております。 

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下の URL から変

更・停止の手続きをしてください。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth 

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

※「在留届」を電子届出システム（ORR ネット）から提出した方で帰国又は当館管轄外に移

転した方は、以下の URL で帰国又は転出届を提出してください。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login 


